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市立福知山市民病院レストラン・カフェテリア運営業務、自動販売機管理業務 
に関する仕様書 

 
１ 総則 

 本仕様書は、事業者（以下「乙」という。）が市立福知山市民病院レストラン・カフェ

テリア運営業務、自動販売機管理業務（以下「業務」という。）を行うにあたり、市立福

知山市民病院（以下「甲」という。）が必要とする条件を定める。 
 乙が業務を行う際は、本仕様書に記載された内容以上の条件で経営しなければならな

い。 
 
２ 目的 

 乙が行う業務は、甲の施設利用者へのサービスの向上及び職員の福利厚生に寄与する

ことを目的とする。 
 
３ 業務を行う施設の所在地及び名称等 
  所在地 京都府福知山市厚中町２３１番地(市立福知山市民病院) 
    京都府福知山市大江町河守１８０番地(市立福知山市民病院 大江分院) 
  名 称 市立福知山市民病院内のレストラン、カフェテリア 
    自動販売機設置場所（大江分院含む） 
  面 積 レストラン      ７２．９９㎡ 
      カフェテリア     １１．２０㎡ 
      自動販売機設置場所  １４．２１㎡（本館 2 階売店前を除く） 
 
４ 契約期間 
  契約期間は、令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間とする。 
 
５ 使用上の制限 
  使用許可を受けた施設（以下「許可施設」という。）を使用するにあたり、次の各号に

掲げる事項を厳守し、常に善良な管理者の注意をもって許可施設の維持、保存及び運営

について責任を負うものとする。 
(1) 乙は、いかなる理由にかかわらず、許可施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸

してはならない。 
(2) 乙は、許可施設を業務以外に使用してはならない。 
(3) 乙は、許可施設の内外を常に清潔にし、環境衛生に努めなければならない。 
(4) 乙は、許可施設を改修しようとするときは、甲の許可を得なければならない。 
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６ 契約の解除 
(1) 契約期間中において、乙に次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、

甲は契約を解除することができる。 
ア 契約書及び本仕様書記載事項に反していることが判明した場合 
イ 正当な理由がなく使用料等を納入しない場合 

(2) 前項の規定により契約を解除した場合、甲は、その解除によって生じた乙の損害

を補償しない。 
 

７ 原状回復 
  乙は、契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、乙の責任と負担におい

て、甲の指定した期限までに許可施設を契約締結時の原状に回復して返還しなければな

らない。ただし、甲・乙が合意した事項についてはこの限りではない。 
 
８ 損害賠償 
  乙は、乙の責に帰すべき事由により、許可施設の全部又は一部を滅失し、若しくは毀

損したとき、又は本仕様書に定める義務を正当な理由なく履行せず甲に損害を与えた場

合は、その損害を賠償しなければならない。 
 
９ 使用料・手数料と経費の負担 

(1) 行政財産使用料等（福知山市行政財産使用料条例に基づく） 
(2) 廃棄物処理に係る負担金 
(3) 手数料 

契約定率を月額売上額に乗じた金額を月額手数料とする。 
(4) 前項に掲げる以外の経費は、次の区分により甲・乙が負担する。 

ア 甲が負担する経費 
 定期清掃経費（共有エリア）、厨房内ダクトや天井部等の日常の清掃が不可

能な部位についての清掃経費 
イ 乙が負担する経費 

(ア） 開業のための施設整備費、備品購入費 
(イ） 光熱水費（電気代・ガス代・上下水道料、給湯料） 
(ウ） 電話設置費及び電話代（内線電話の使用は無料とする。） 
(エ） レストラン内・厨房・食品庫・検収室・更衣室・休憩室・従業員専用トイ

レの清掃経費 
(オ） 許可施設内の排水管清掃経費（つまり防止対策経費を含む） 
(カ） 従業員専用トイレ消耗品費 
(キ） 廃棄物の処分費、9（4）アに規定する以外の清掃経費、ねずみ・昆虫等有
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害動物の駆除経費 
(ク） 利用者等による許可施設にかかる汚損・破損に対する対応経費 
(ケ） 甲が提供する厨房設置機器の修繕費 
(コ） 運営上、甲及び利用者等に損害を与えた場合の損害回復及び賠償経費 
(サ） 許可施設のセキュリティ経費 
(シ） 許可施設の設備・備品の破損にかかる修繕費 
(ス） 契約の終了に伴う許可施設の設備・備品の原状回復費 
(セ） 契約書の作成費用 
(ソ） その他必要な経費 

 
１０ 許可施設の設備・備品等の使用 

 許可施設の設備・備品等については、現在設置しているものを使用することを可と

するが、それ以外に乙に必要な設備・備品等がある場合は、乙の費用負担により用意

すること。    
また、現在設置の設備・備品等の更新、改修、修繕等原型を変更しようとする場合

は、不要な設備・備品等の処分も含めて、乙の費用負担により実施するものとし、事

前に書面により甲の承認を得なければならない。 
なお、厨房内の主たる器具は別紙のとおりである。 

 
１１ 営業日、営業時間 
 許可施設の現在の営業日及び営業時間は次のとおりである。 

(1) レストラン  平 日：午前９時から午後４時まで 
           休業日：土、日曜日及び祝日 

＊年末年始の期間は甲の休診日に準じる。 
(2) カフェテリア 平 日：午前７時３０分から午後４時まで 

           休業日：土、日曜日及び祝日 
＊年末年始の期間は甲の休診日に準じる。 

(3) 自動販売機  年中無休、２４時間稼働 
 

１２ 許可施設の運営 
(1) 乙は、許可施設が病院施設であることを認識し、次に掲げる基本的事項を踏まえ、

利用者等に優しい運営を行うこと。また、許可施設の運営は、使用許可を受けた

者が行い、他の者との共同運営は認めない。 
ア 利用者等への接遇について、常に目配り・気配り・心配りで対応するととも

に、さまざまな人権問題について、正しい認識をもって業務が遂行できるよ

う、乙の従業員に対して適切な研修を実施すること。 
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イ 利用者等が利用しやすい環境づくりに努めること。 
ウ 許可施設内の日常美化に努め、特に厨房及び利用者等が使用する客席は常に

清潔を保つこと。なお、客席はカフェテリアの客席を含むものとする。 
エ 食品衛生関係法令を遵守し、許可施設、食材、調味料等の適正な管理に努め

ること。 
オ 甲の指導及び協力を得て、火災・盗難の防止に留意し、その予防に努めること。 
カ 不良な品を提供することのないよう万全を期すること。 

 
(2) レストラン及びカフェテリア提供メニュー及び価格等 

ア 市場の価格を踏まえ、利用者等の求めやすい適正な価格とすること。 
イ 利用者等の要望に応えられるよう、定食（日替わり含む）、丼物、和食、洋食、

中華と飲料（酒類除く。）など、適切なメニューとすること。 
ウ レストランにおいて提供するすべてのメニューに、塩分含有量及びカロリー

を表示すること。（食券自動販売機での表示で可とする。） 
エ 食材には地場産品をできるだけ使用するとともに、使用をアピールすること。 
オ 冷凍食品をできるだけ多用しないよう努めること。 

 
(3) 人間ドックに係る食事については別に契約を締結するものとするが、企画提案書

のメニューに含めて提案すること 
 

(4) 自動販売機商品及び価格 
ア 販売できる商品は、清涼飲料水（コーヒー・紅茶・ジュース・茶・水及びこ

れらに類する商品）とする。 
イ 現在販売している価格を上回らないようにすること。 
ウ ふれあいギャラリーに設置する機器には服薬用の冷水を無料で提供できるよ

うにすること。また、救命救急病棟１階に設置する機器には経口補水液飲料

を提供できるようにすること。 
エ その他、甲と乙が協議の上、販売商品を指示する場合がある。 

 
(5) 食品衛生法に基づく営業許可の申請、その他法令が定める諸官庁への申請・届出

については、すべて乙の負担で確実に行うこと。 
 

(6) その他の留意事項は次のとおりとする。 
ア レストラン業務に関しては調理師免許を有する者を 1 名配置すること。また

その他業務に関しては、資格又は免許を必要とするものについては、資格免

許を有する者を従事させること。 
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イ 許可施設内に食券自動販売機以外の自動販売機の設置はできない。 
ウ 食券の販売、カフェテリアの営業に必要な両替機の設置、またはその機能を

有すること。 
エ 酒類及びたばこ類の販売はできない。 
オ 常勤の従業員の中から現場責任者を定め、その氏名、職名等必要な項目を記

した文書を甲に提出すること。 
カ 利用者等からの苦情等については誠意をもって対応し、その内容及び対応状

況を遅滞なく甲に報告すること。 
キ 利用者の満足度及びニーズを把握し適切にサービスに反映させるために、適

宜調査を行いその結果とサービス内容への反映方策を甲に報告すること。 
ク 営業日及び営業時間、メニュー等について変更等を行う場合、あるいは改善

等が必要な場合は、甲と協議し必要な措置を講ずること。 
ケ 他の院内業者に配慮した提案をすること。 
コ 食品衛生関係法令のほか許可施設管理上の諸規則等を遵守すること。 

 
１３ 売り上げ管理等 

 乙は、毎日の売り上げを記録し、毎月終了後文書により速やかに甲に報告すること。 
 
１４ 使用料等の支払い 

 乙は、9（1）（2）に規定する行政財産使用料・廃棄物処理に係る負担金、9（3）に

規定する手数料及び 9（4）イ（イ）に規定する光熱水費を、甲の指定する期日までに

次の方法により支払うこと。 
(1) 行政財産使用料、廃棄物処理に係る負担金 

甲が発行する納入通知書により、一年分を翌月末日までに支払うこととする。 
(2) 手数料 

甲が発行する納入通知書により、毎月の売上額に契約定率を乗じた手数料を、翌

月末日までに支払うこととする。 
(3) 光熱水費 

甲が毎月の使用量を検針のうえ発行する納入通知書により翌月末までに支払うこ

ととする。 
 
１５ 衛生管理 

 乙は、業務が病院におけるレストラン及びカフェテリアという特殊性を考慮し、許可

施設の衛生管理及び従業員の健康管理に万全を期すこととし、許可施設において発生し

た諸問題については、すべて乙の責任と負担において対処するものとする。また、食材

の仕入れについては、安全性等信頼できる業者から仕入れ、事故防止に努めること。 
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 なお、従業員に対しては検便、定期健康診断を実施するとともに、厳正な院内感染

防止対策を講じること。疫病者又はその疑いのある者を発見した場合は、文書により

速やかに甲に報告するとともに適切に対処すること。 
 
１６ 環境衛生 

 廃棄物の処理等は乙の負担とする。なお、廃棄物の発生を抑制するとともに環境問

題に配慮した適正な分別と、再資源化を促進するよう努めなければならない。 
 
１７ その他 

(1) 注意義務 
乙又は乙の従業員は、許可施設について善良な管理者の注意義務をもって業務に

あたるものとし、この注意義務を怠って甲に損害を与えたときは速やかに甲に文

書で報告するものとする。 
(2) 事故責任 

乙は、業務の実施上発生した食中毒、接客上のトラブル等が発生した場合は、一

切の責任を負うものとする。また、速やかに文書で甲に報告するものとする。 
(3) 契約締結後に、契約書に記載のない事項について疑義が生じたときは、甲と乙が

協議して決定する。 
 



別紙 
レストラン等厨房設置機器一覧表 

ＮＯ 品  名 形  式 数量 
１ 冷蔵庫 ＳＲＲ－Ｆ１８８１Ａ １ 
２ 冷凍庫 ＳＲＦ－Ｆ１２８３ＳＡ １ 
３ 台下冷蔵庫 ＳＵＲ－Ｆ１２６１ＳＡ １ 
４ 包丁まな板消毒保管庫 ＩＳＣＫ－０１Ｆ－Ｅ １ 
５ ガス立体自動炊飯器 ＮＡＲＣ－２１Ｇ １ 
６ ガススチームコンベクションオーブン ＣＳＶ－Ｇ１０ １ 
７ 台下冷蔵庫 ＳＹＲ－Ｆ１２６１ＳＡ １ 
８ ガスフライヤー ＭＸＦ－０４６ １ 
９ ローレンジ ＧＴＮ－０９７２－ＳＢ １ 
１０ 湿温蔵庫 ＨＩＳ－１２７５ＹＢＧ １ 
１１ 台下パススルー冷蔵庫 ＲＰＷ－４０ＲＭ７ １ 
１２ 台下冷蔵庫 ＲＸＣ－３０ＲＭ７ １ 
１３ 自動ゆで麺機 ＵＭ－６４１Ｅ １ 
１４ ウオーマーテーブル ＥＷＴ－１２００Ａ １ 
１５ 台下冷蔵庫 ＲＸＣ－３０ＲＭ７ １ 
１６ ドロワーテーブル冷凍庫 ＲＢＣ－４ＦＭ７ １ 
１７ 電磁調理器 ＭＩＲ－１．２５ＷＴ １ 
１８ 電気グリドル ＴＥＧ－４５０ １ 
１９ 冷蔵ショーケース ＳＭＲ－Ｍ１２０ １ 
２０ ボックス型洗浄機 ＮＤ－８Ｅ １ 
２１ 消毒保管機 ＩＳＣ－Ｗ２０Ｆ－Ｅ １ 
２２ ティーサーバー ＨＰＴ－３５８ＭＰＡ １ 

 
 



（参考資料）自動販売機の現在の配置

設置場所 台数 種類
1 １階ふれあい 1 紙カップ

2 ギャラリー 1 缶・ペット

3 ３階ラウンジ 1 紙カップ

4 ４階ラウンジ 1 紙カップ

5 ４階南病棟 1 缶・ペット

6 ５階ラウンジ 1 紙カップ

7 ６階ラウンジ 1 紙カップ

8 ７階ラウンジ 1 紙カップ

9 救命救急棟１階 2 缶・ペット

10 救命救急棟３階 1 缶・ペット

11 北別館１階 1 缶・ペット

12 1 缶・ペット

13 1 缶・ペット
計

大江分院１階


	参考資料
	Sheet1


